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一般社団法人日本液晶学会国際交流未来基金助成募集要項 

１．助成の趣旨 

 一般社団法人日本液晶学会（以下、本会）国際交流未来基金（以下、基金）では、液晶科学、技術

および関連産業の発展および活性化を目的として、将来を担う若手研究者の国際交流活動を支援し

ます。 

２．助成内容（助成対象および助成額） 

 本基金では、若手研究者を対象とした下記の事業への助成を行います。ここで、「研究者」は、

大学等、公的研究機関等、企業等における研究者とし、研究室所属の学生も含みます。 

（１）アジア若手研究者招聘事業  

助成内容： 日本の液晶学術・産業分野の発展に資するアジア圏の若手研究者を我が国

へ招聘するための費用で、受け入れホスト（本会会員）から申請する 

助成対象： 応募時点で 45歳以下のアジアの若手研究者 

助成金額及び件数： １件あたり 15万円までとし、年２件程度まで 

（２）若手研究者海外派遣事業  

助成内容：

助成対象者： 

助成金額及び件数： １件あたり 10万円までとし、年４件程度まで 

助成内容： 世界における日本の液晶関連分野のプレゼンスを維持するために開催する

国際集会の費用の一部 

助成対象： 応募の時点で 45 歳以下の本会会員が主催する比較的小規模の国際集会。

ここで、国際集会とは、海外からの参加者（留学生等日本在住の外国人を

除く）を含む会議、シンポジウム等。審査の結果、オンラインで開催され

る研究集会も助成対象とすることがある。 

助成金額及び件数： １件あたり 15万円までとし、年２件程度まで 

なお、助成件数は、目安とするものであり申請状況等を勘案して運営委員会で決定します。 

３．募集期間および採択結果発表 

 事業の募集は、アジア若手研究者招聘事業および国際集会開催支援事業については年１回、若手研

究者海外派遣事業については年２回、下記の通り行う。 

・アジア若手研究者招聘事業および国際集会開催支援事業

申請締切 

１２月１５日 

採択結果発表

 １月上旬 

・若手研究者海外派遣事業
申請締切 

第１回
第２回 

２月１５日 
８月１５日

採択結果発表 
３月上旬
９月上旬 

将来の液晶研究を担う本会若手会員が海外で開催される研究集会に参加す

るための費用。審査の結果、オンラインで開催される研究集会への参加費用

も助成対象とすることがある。 ここで参加・発表する研究集会の開催（初

日）時期は、本助成採択結果発表後概ね半年以内である件を対象とする。

応募の時点で満30歳以下であり、本会会員もしくは研究室所属の学生である

学生会員で、液晶および関連分野・技術に関する研究発表をおこなう者。

（３）国際集会開催支援事業 



４．応募方法 

 所定申請書フォームを学会ホームページからダウンロードして、作成した申請書を電子メールに

て応募先へ提出してください。若手研究者海外派遣事業および国際集会開催支援事業について、申請

者が学生の場合は、当該指導教員の承認を得てください。 

５．選考と決定 

（１）選考手順 

助成事業は、国際交流未来基金運営委員会での審議・選考を経て、本会理事会において決定

します。採否の結果は、電子メールにて各申請者に通知します。採否結果の理由等についての照

会には回答できません。 

（２）選考方針 

提出された申請書類に基づいて選考を行いますが、必要により追加資料の提出を求めたり、

問い合わせを行うことがあります。応募多数の場合は、過去に本基金の助成を受けていない場合

を優先して選考します。 

アジア若手研究者招聘および若手研究者派遣事業は、他財源によって渡航費・滞在費等を全

てまかなうことが困難な場合に限り支援を行うもので、経済的な支援の必要度の高いものから
優先して採択します。 

 
助成金の交付手続きの詳細は、採択者に別途ご案内します。採択者は、助成金受け取り確認後「助

成金受領証」を速やかに提出してください。また、交付された助成金は、採択者の責任で執行してい

ただきます。なお、申請者が学生の場合は、当該指導教員の指導、監督のもと執行していただきます。 

７．助成金の交付取消および返還 

 助成金の交付が決定していても、申請された事業が実施されなかったり、やむを得ない事情で出席

できなかったり、虚偽の申請や報告をした場合、また、必要書類が提出されなかった場合には、助成

金の交付取消、あるいは交付した助成金の返還を求めることがあります。 

８．助成報告 

 助成を受けた事業が終了した後、１ヶ月以内に事業成果および助成金の使途について、指定された

様式により報告書を提出していただきます。その際、事業内容がわかる写真も併せて提出していただ

きます。また、助成を受けた者は、本会学会誌等へ記事を執筆していただきます。 

報告書あるいはその内容の一部は、本基金の助成成果として公開する場合があります。 

９．問い合わせ、応募先 

日本液晶学会 事務局 

〒162-0801 東京都新宿区山吹町 358-5 

アカデミーセンター

E-mail:jlcs-post@as.bunken.co.jp

TEL: 03-6824-9372 / FAX: 03-5227-8631

６．助成金の交付




